
日　時

場　所

順位 議 案 番 号 摘要

日程
第１

日程
第２

日程
第３

報告第 1 号

日程
第４

報告第 2 号

日程
第５

報告第 3 号

日程
第６

議案第 31 号

日程
第７

議案第 32 号

日程
第８

議案第 33 号

市長招集挨拶

固定資産評価員の選任について

議事日程（第１号）

審 議 件 名

開会宣告

平成２９年 生駒市議会 第１回（３月）定例会

平成２９年３月７日(火)

午 前 １ ０ 時 開 会

市長専決処分の報告について（和解及び損害賠償の額の
決定について）

議 会 議 場

諸般の報告

開議宣告

市長専決処分の報告について（変更契約の締結につい
て）

会期の決定

会議録署名議員の指名

生駒市政治倫理審査会委員の委嘱について

市長専決処分の報告について（和解及び損害賠償の額の
決定について）

生駒市農業委員会委員の任命について
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順位 議 案 番 号 摘要

日程
第９

議案第 1 号

日程
第10

議案第 2 号

日程
第11

議案第 3 号

日程
第12

議案第 4 号

日程
第13

議案第 5 号

日程
第14

議案第 6 号

日程
第15

議案第 7 号

日程
第16

議案第 8 号

日程
第17

議案第 9 号

日程
第18

議案第 10 号

日程
第19

議案第 11 号

日程
第20

議案第 12 号

審 議 件 名

平成２９年度生駒市公共施設整備基金特別会計予算

平成２９年度生駒市介護保険特別会計予算

平成２９年度生駒市一般会計予算

生駒市市民投票条例の一部を改正する条例の制定につい
て

平成２９年度生駒市水道事業会計予算

平成２９年度生駒市下水道事業特別会計予算

平成２８年度生駒市一般会計補正予算(第４回)

平成２９年度生駒市国民健康保険特別会計予算

平成２９年度生駒市自動車駐車場事業特別会計予算

平成２９年度生駒市後期高齢者医療特別会計予算

平成２９年度生駒市病院事業会計予算

平成２８年度生駒市下水道事業特別会計補正予算(第２
回)

2



順位 議 案 番 号 摘要

日程
第21

議案第 13 号

日程
第22

議案第 14 号

日程
第23

議案第 15 号

日程
第24

議案第 16 号

日程
第25

議案第 17 号

日程
第26

議案第 18 号

日程
第27

議案第 19 号

日程
第28

議案第 20 号

日程
第29

議案第 21 号

日程
第30

議案第 22 号

日程
第31

議案第 23 号

日程
第32

議案第 24 号

生駒市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定につ
いて

生駒市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める
条例の一部を改正する条例の制定について

生駒市いじめ問題対策連絡協議会及び生駒市いじめ防止
等対策審議会条例の制定について

生駒市立幼稚園保育料徴収条例及び生駒市立保育所条例
の一部を改正する条例の制定について

生駒市職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正
する条例の制定について

生駒市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定に
ついて

生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を
改正する条例の制定について

生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁
償に関する条例の一部を改正する条例の制定について

審 議 件 名

生駒市税条例等の一部を改正する条例の制定について

生駒市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定
について

生駒市人権文化センター条例の一部を改正する条例の制
定について

生駒市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
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順位 議 案 番 号 摘要

日程
第33

議案第 25 号

日程
第34

議案第 26 号

日程
第35

議案第 27 号

日程
第36

議案第 28 号

日程
第37

議案第 29 号

日程
第38

議案第 30 号

日程
第39

一般質問

生駒市介護保険条例の一部を改正する条例の制定につい
て

生駒市歩きたばこ及び路上喫煙の防止に関する条例の制
定について

生駒市道路占用料に関する条例の一部を改正する条例の
制定について

生駒市高山竹林園の指定管理者の指定について

審 議 件 名

市道路線の認定について

市道路線の廃止について
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委員会所管事務調査報告一覧表 

市民文教委員会 

調査事 件 調 査 の 経 過 委員の出欠状況 

安心、安全な放課後

の児童の生活及び

活動の補償につい

て 

平成２９年２月１０日

に視察を実施し、壱分小

学校において調査を行っ

た。 

出席 福中眞美 吉波伸治 

塩見牧子 吉村善明 

改正大祐  

 

市民文教委員会 

調 査 事 件 調 査 の 経 過 調査の結果又は概要 

１ 生駒市要保護

児童対策地域協

議会の検証結果

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 安心、安全な放

課後の児童の生

活及び活動の保

障について 

平成２９年３月１日に

委員会を開催し、生駒市

要保護児童対策地域協議

会の検証結果について、

報告を受け、質疑した。

また、安心、安全な放課

後の児童の生活及び活動

の保障について、調査報

告書の取りまとめを協議

した。 

 

１ 平成２８年４月に本市で発

生した児童虐待事案に対する

生駒市要保護児童対策地域協

議会の検証結果について、再発

防止に向けた市の方策等の報

告を受け、質疑した。 

また、「常任委員会における

所管事務調査に基づく政策提

案に関する指針」第５条に基づ

く、当該調査事項の取扱い方法

については、報告された検証結

果を踏まえ、市として、再発防

止の取組を進めることから、今

後の取組状況を見て、必要に応

じて調査することとし、今回の

報告で調査を終了することに

決定した。 

 

２ 調査報告書（案）の内容につ

いて協議し、提出する報告書の

内容を決定した。 
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厚生消防委員会 

調 査 事 件 調 査 の 経 過 調査の結果又は概要 

高齢者交通費助成

制度の見直しにつ

いて 

 

 

平成２９年２月１日に

委員会を開催し、高齢者

交通費助成制度の見直し

について、報告を受け、

質疑した。 
 

高齢者交通費助成制度の見直

しに関し、昨年度からの検討内容

を踏まえ、現行制度を改定した

「シルバー生きいきクーポン券

（仮称）」交付制度（案）につい

て、制度の概要、制度改正の背景

等の報告を受け、質疑した。 

また、「常任委員会における所

管事務調査に基づく政策提案に

関する指針」第５条に基づく、当

該調査事項の取扱い方法につい

ては、３月定例会における新年度

予算議案において、改めて、本件

の内容に係る審査及び審議を行

うことから、今回の報告で調査を

終了することに決定した。 

 

都市建設委員会 

調 査 事 件 調 査 の 経 過 調査の結果又は概要 

１ 生駒山麓公園

の障がい者就労

支援等の規模、今

後の予定につい

て 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年２月２８日

に委員会を開催し、生駒

山麓公園の障害者就労支

援等の規模、今後の予定

について、報告を受け、

質疑した。また、狭あい

道路の拡幅整備等につい

て、調査報告書の取りま

とめを協議した。 
 

１ 生駒山麓公園の整備計画に

ついて、都市公園法の改正予定

内容を踏まえた障がい者就労

支援等の規模の見直し等、当初

計画からの変更点と今後の取

組予定について報告を受け、質

疑した。 

また、「常任委員会における

所管事務調査に基づく政策提

案に関する指針」第５条に基づ

く、当該調査事項の取扱い方法

については、改めて、見直しさ

れた計画が示されたことから、
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調 査 事 件 調 査 の 経 過 調査の結果又は概要 

 

 

 

 

 

２  狭あい道路の

拡幅整備等につ

いて 

今後の計画の進捗状況を見て、

必要に応じて調査することと

し、今回の報告で調査を終了す

ることに決定した。 

 

２ 調査報告書（案）の内容につ

いて協議し、提出する報告書の

内容を決定した。 

 

議会運営委員会 

調 査 事 件 調 査 の 経 過 委員の出欠状況 

１ タブレット端

末の導入につい

て 

 

２ タブレット端

末の導入による

議会 ICT 化の取

組について  

平成２９年１月２６日

及び２７日に視察を実施

し、神奈川県鎌倉市及び

愛知県安城市において調

査を実施した。 

出席 吉村善明 山田耕三 

吉波伸治 白本和久 

福中眞美 樋口清士 

浜田佳資 惠比須幹夫 

改正大祐 松本守夫 

 

 



受 理 年 月 日 整 理 番 号

平成28年12月21日 要望第 3 号
小規模企業（事業者）振興対策の充実に関する要
望書

平成29年1月20日 要望第 1 号 私立幼稚園就園奨励費補助金等に関する要望書

平成29年1月30日 要請第 1 号
際限ない年金削減をストップさせ、若者も高齢者
も安心できる年金制度の改善を求める意見書提出
の要請書

平成29年2月7日 陳情第 1 号 介護保険制度の見直しに対する陳情書

平成29年2月7日 陳情第 2 号
「介護従事者の勤務環境改善及び処遇改善の実
現」を求める陳情書

陳情書等一覧表

件 名



月 日 曜日 時　間 会　　議

3 7 火 １０時 開会

8 水 １０時 再開

9 木 １０時 再開

10 金

11 土

12 日

13 月

14 火 １０時 予算委員会（都市建設分科会）

15 水 １０時 厚生消防委員会

厚生消防委員会終了後 予算委員会（厚生消防分科会）

16 木 １０時 市民文教委員会

市民文教委員会終了後 予算委員会（市民文教分科会）

17 金 １０時 企画総務委員会

企画総務委員会終了後 予算委員会（企画総務分科会）

18 土

19 日

20 月

21 火

22 水 １０時 予算委員会

23 木 １７時 付託議案に

対する討論等

24 金

25 土

26 日

27 月 １０時 再開

28 火

平成２９年生駒市議会第１回（３月）定例会会期日程表(案)

会期：３月７日～２７日までの２１日間

通告書等提出締切日



一般質問通告一覧表 
 
 

日付 
発言者順序 

【質問方式】 
発 言 の 要 旨  

平 
成 
29 
年 
３ 
月 
７ 
日 

(火) 

１ 竹内 ひろみ 

【一問一答】 

１ 介護保険制度改定後の状況について 

２ 調整池の管理について 

２ 吉波 伸治 

【一問一答】 

１ 不登校にかかる施策について 

３ 下村 晴意 

【一問一答】 

１ 妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援につ

いて 

２ 新生児聴覚検査について 

４ 中浦 新悟 

【一問一答】 

１ 消防力の強化について 

２ 学童保育について 

８ 
日 

(水) 

５ 成田 智樹 

【一問一答】 

１ 子育て支援（待機児童解消に向けた取組）について 

２ 防災協定について 

６ 惠比須 幹夫 

【一問一答】 

１ 廃棄物のリサイクル対策について 

２ 災害廃棄物処理計画の策定について 

７ 樋口 清士 

【一問一答】 

１ まちづくり学習について 

８ 久保 秀徳 

【一問一答】 

１ 就学援助制度の拡充について 

９ 塩見 牧子 

【一問一答】 

１ 生駒市の情報公開の姿勢について 

２ 基金運用について 

９ 
日 

(木) 

10 伊木 まり子 

【一問一答】 

１ 健康づくり、医療、介護に係る課題と取組について 

 

11 福中 眞美 

【一問一答】 

１ 生駒市の空き家対策事業について 

２ 子どもたちの安全で健やかな居場所づくりについて 

12 浜田 佳資 

【一問一答】 

１ 市長施政方針について 

 



日　時

場　所

順位 議 案 番 号 摘要

日程
第１

平成２９年 生駒市議会 第１回（３月）定例会

平成２９年３月８日(水)

午 前 １ ０ 時 再 開

議 会 議 場

議事日程（第２号）

審 議 件 名

再開宣告

開議宣告

一般質問



日　時

場　所

順位 議 案 番 号 摘要

日程
第１

日程
第２

議案第 12 号

日程
第３

議案第 13 号

日程
第４

議案第 15 号

日程
第５

議案第 17 号

日程
第６

議案第 20 号

日程
第７

議案第 22 号

日程
第８

議案第 23 号

再開宣告

生駒市職員の配偶者同行休業に関する条例の一部を改正
する条例の制定について

生駒市税条例等の一部を改正する条例の制定について

平成２９年 生駒市議会 第１回（３月）定例会

平成２９年３月９日(木)

午 前 １ ０ 時 再 開

議 会 議 場

議事日程（第３号）

生駒市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定につ
いて

生駒市立幼稚園保育料徴収条例及び生駒市立保育所条例
の一部を改正する条例の制定について

生駒市市民投票条例の一部を改正する条例の制定につい
て

開議宣告

審 議 件 名

一般質問

生駒市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定に
ついて

生駒市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める
条例の一部を改正する条例の制定について
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順位 議 案 番 号 摘要

日程
第９

議案第 25 号

日程
第10

議案第 27 号

日程
第11

議案第 30 号

日程
第12

議案第 29 号

日程
第13

議案第 1 号

議案第 2 号

議案第 3 号

議案第 4 号

議案第 5 号

議案第 6 号

議案第 7 号

議案第 8 号

平成２９年度生駒市公共施設整備基金特別会計予算

平成２９年度生駒市下水道事業特別会計予算

平成２９年度生駒市自動車駐車場事業特別会計予算

平成２９年度生駒市水道事業会計予算

平成２９年度生駒市後期高齢者医療特別会計予算

平成２９年度生駒市介護保険特別会計予算

平成２９年度生駒市国民健康保険特別会計予算

生駒市道路占用料に関する条例の一部を改正する条例の
制定について

審 議 件 名

市道路線の認定について

平成２９年度生駒市一般会計予算

市道路線の廃止について

生駒市介護保険条例の一部を改正する条例の制定につい
て
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順位 議 案 番 号 摘要

日程
第13

議案第 9 号

議案第 10 号

議案第 11 号

議案第 14 号

議案第 16 号

議案第 18 号

議案第 19 号

議案第 21 号

議案第 24 号

議案第 26 号

議案第 28 号

日程
第14

議員提出
議案第 2 号

平成２８年度生駒市一般会計補正予算(第４回)

平成２９年度生駒市病院事業会計予算

審 議 件 名

平成２８年度生駒市下水道事業特別会計補正予算(第２
回)

生駒市高山竹林園の指定管理者の指定について

生駒市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正
する条例の制定について

生駒市いじめ問題対策連絡協議会及び生駒市いじめ防止
等対策審議会条例の制定について

生駒市人権文化センター条例の一部を改正する条例の制
定について

生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を
改正する条例の制定について

生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁
償に関する条例の一部を改正する条例の制定について

生駒市手数料条例の一部を改正する条例の制定について

生駒市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定
について

生駒市歩きたばこ及び路上喫煙の防止に関する条例の制
定について
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順位 議 案 番 号 摘要

日程
第15

意 見 書
無料公衆無線ＬＡＮ（Ｗｉ－Ｆｉ）環境の整備促進を求
める意見書（案）

審 議 件 名

4



委 員 会 議 案 番 号

企画総務委員会 議案第 14 号
生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一
部を改正する条例の制定について

議案第 16 号
生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費
用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定に
ついて

議案第 28 号 生駒市高山竹林園の指定管理者の指定について

市民文教委員会 議案第 21 号
生駒市いじめ問題対策連絡協議会及び生駒市いじめ
防止等対策審議会条例の制定について

議案第 24 号
生駒市人権文化センター条例の一部を改正する条例
の制定について

議案第 26 号
生駒市歩きたばこ及び路上喫煙の防止に関する条例
の制定について

厚生消防委員会 議案第 18 号
生駒市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の
制定について

予算委員会
（企画総務分科会）

議案第 10 号 平成２８年度生駒市一般会計補正予算(第４回)

議案第 1 号 平成２９年度生駒市一般会計予算

議案第 7 号 平成２９年度生駒市自動車駐車場事業特別会計予算

予算委員会
（市民文教分科会）

議案第 19 号
生駒市手数料条例の一部を改正する条例の制定につ
いて

議案第 10 号 平成２８年度生駒市一般会計補正予算(第４回)

議案審査付託表

審 査 件 名

1



委 員 会 議 案 番 号

予算委員会
（市民文教分科会）

議案第 1 号 平成２９年度生駒市一般会計予算

予算委員会
（厚生消防分科会）

議案第 1 号 平成２９年度生駒市一般会計予算

議案第 3 号 平成２９年度生駒市介護保険特別会計予算

議案第 4 号 平成２９年度生駒市国民健康保険特別会計予算

議案第 5 号 平成２９年度生駒市後期高齢者医療特別会計予算

議案第 9 号 平成２９年度生駒市病院事業会計予算

予算委員会
（都市建設分科会）

議案第 19 号
生駒市手数料条例の一部を改正する条例の制定につ
いて

議案第 10 号 平成２８年度生駒市一般会計補正予算(第４回)

議案第 11 号
平成２８年度生駒市下水道事業特別会計補正予算
(第２回)

議案第 1 号 平成２９年度生駒市一般会計予算

議案第 2 号 平成２９年度生駒市公共施設整備基金特別会計予算

議案第 6 号 平成２９年度生駒市下水道事業特別会計予算

審 査 件 名

2



委 員 会 議 案 番 号

予算委員会
（都市建設分科会）

議案第 8 号 平成２９年度生駒市水道事業会計予算

審 査 件 名

3



議員提出議案第２号  

 

生駒市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例

の制定について  

 

このことについて、地方自治法第１１２条第２項及び生駒市議会会議規則第

１３条の規定により、上記の議案を提出する。  

 

平成２９年３月９日  

 

提出者 樋口清士    

賛成者 下村晴意    

 〃  吉波伸治    

〃  白本和久  

〃  浜田佳資   

〃  山田耕三   

  

 



   生駒市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例  

 生駒市議会政務活動費の交付に関する条例（平成１３年６月生駒市条例第１９

号）の一部を次のように改正する。  

 第２条中「以下同じ｡ )」の次に「及び会派に所属しない議員 (以下「無会派議

員」という｡)」を加える。  

 第３条第１項中「政務活動費は､｣を「会派に対して交付する政務活動費は」に

改め、「額を」の次に「、無会派議員に対して交付する政務活動費は基準日にお

いて在職する無会派議員に対して月額３０，０００円を､｣を加え、同条第３項中

「会派」の次に「及び無会派議員となった者」を、「結成された日」の次に「及

び無会派議員となった日」を加え、「その日」を「これらの日」に改め、同条第

４項中「基準日において議員」を「会派に対して政務活動費を交付する場合で、

基準日において所属議員」に、「、当該議員」を「当該議員」に改め、「ものと

し」の次に「、無会派議員に対して政務活動費を交付する場合で」を加え、「議

会の解散があったときは､」を「議員の辞職、失職、除名又は死亡により議員で

なくなったときは」に改め、同条第５項を同条第６項とし、同条第４項の次に次

の１項を加える。  

５ 基準日において議会の解散があったときは、当月分の政務活動費は交付しな

い。  

 第４条の見出し中「調整」を「調整等」に改め、同条に次の１項を加える。  

３ 政務活動費の交付を受けた無会派議員が、半期の途中において会派に所属し

たとき及び議員でなくなったときは、当該無会派議員は、会派に所属した日及

び議員でなくなった日の属する月の翌月分（これらの日が基準日に当たるとき

は、当月分）以降の政務活動費を返還しなければならない。  

 第５条第１項中「会派」の次に「及び無会派議員」を加える。  

 第７条第１項中「代表者」の次に「及び無会派議員」を加え、同条に次の１項



を加える。  

４ 政務活動費の交付を受けた無会派議員が、会派に所属したとき及び議員でな

くなったときは、第２項の規定にかかわらず、当該無会派議員であった者は、

会派に所属した日及び議員でなくなった日から起算して３０日以内に収支報告

書等を議長に提出しなければならない。  

 第８条中「会派」の次に「及び無会派議員」を加える。  

 別表中「会派が行う」を削り、「会派が研修会」を「研修会」に、「市政及び

会派」を「市政並びに会派及び無会派議員」に、「会派が要請」を「要請」に改

め、「会派としての」を削る。  

  

氏名）」  

   附 則  

 （施行期日）  

１ この条例は、公布の日から施行する。  

 （生駒市議会基本条例の一部改正）  

２ 生駒市議会基本条例（平成２５年１２月生駒市条例第３６号）の一部を次の

ように改正する。  

  第１８条中「会派」の次に「及び会派に所属しない議員」を加える。  

「代表者の氏名  
（会派に所属しない議員にあっては、議員の  

別記様式中「代表者の氏名」を  

に改める。  



○生駒市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例 

(1) 生駒市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年6月生駒市条例第19号)新旧対照表 
現行 改正案 

(交付の対象) (交付の対象) 
第2条 政務活動費は、生駒市議会(以下「議会」という。)における会派(所属

議員が1人の場合を含む。以下同じ。)に対して交付する。 
第2条 政務活動費は、生駒市議会(以下「議会」という。)における会派(所属

議員が1人の場合を含む。以下同じ。)及び会派に所属しない議員(以下「無

会派議員」という。)に対して交付する。 
  

(交付額及び交付の方法) (交付額及び交付の方法) 
第3条 政務活動費は、月額30,000円に各月1日(以下「基準日」という。)に

おける会派の所属議員数を乗じて得た額を4月から9月まで及び10月から翌

年の3月までの半期ごとに交付する。 

第3条 会派に対して交付する政務活動費は月額30,000円に各月1日(以下「基

準日」という。)における会派の所属議員数を乗じて得た額を、無会派議員

に対して交付する政務活動費は基準日において在職する無会派議員に対し

て月額30,000円を、4月から9月まで及び10月から翌年の3月までの半期ご

とに交付する。 
2 政務活動費は、各半期の最初の月に、当該半期に属する月数分を交付する。

ただし、半期の途中において議員の任期が満了するときは、任期満了の日

の属する月までの月数分を交付する。 

2 政務活動費は、各半期の最初の月に、当該半期に属する月数分を交付する。

ただし、半期の途中において議員の任期が満了するときは、任期満了の日

の属する月までの月数分を交付する。 
3 半期の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属

する月の翌月分(その日が基準日に当たるときは、当月分)から政務活動費を

交付する。 

3 半期の途中において新たに結成された会派及び無会派議員となった者に

対しては、結成された日及び無会派議員となった日の属する月の翌月分(こ
れらの日が基準日に当たるときは、当月分)から政務活動費を交付する。 

4 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの

脱会があったときは、当該議員は第1項の所属議員に含まないものとし、基

準日において議会の解散があったときは、当月分の政務活動費は交付しな

い。 

4 会派に対して政務活動費を交付する場合で、基準日において所属議員の辞

職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があったときは当該

議員は第1項の所属議員に含まないものとし、無会派議員に対して政務活動

費を交付する場合で、基準日において議員の辞職、失職、除名又は死亡に

より議員でなくなったときは当月分の政務活動費は交付しない。 
 5 基準日において議会の解散があったときは、当月分の政務活動費は交付し

ない。 
5 政務活動費は、交付月の25日(その日が生駒市の休日を定める条例(平成元

年4月生駒市条例第20号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、

その翌日)に交付する。 

6 政務活動費は、交付月の25日(その日が生駒市の休日を定める条例(平成元

年4月生駒市条例第20号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、

その翌日)に交付する。 
  

(所属議員数の異動等に伴う調整) (所属議員数の異動等に伴う調整等) 



第4条 政務活動費の交付を受けた会派が半期の途中で所属議員数に異動が

生じた場合において、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に

当たるときは、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後

の所属議員数により算定した政務活動費の額を下回るときは、当該会派に

対して当該下回る額を追加して交付し、既に交付した政務活動費の額が異

動後の所属議員数により算定した政務活動費の額を上回るときは、当該会

派は当該上回る額を返還しなければならない。 

第4条 政務活動費の交付を受けた会派が半期の途中で所属議員数に異動が

生じた場合において、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に

当たるときは、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後

の所属議員数により算定した政務活動費の額を下回るときは、当該会派に

対して当該下回る額を追加して交付し、既に交付した政務活動費の額が異

動後の所属議員数により算定した政務活動費の額を上回るときは、当該会

派は当該上回る額を返還しなければならない。 
2 政務活動費の交付を受けた会派が半期の途中において解散したときは、当

該会派は、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たるときは、

当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。 

2 政務活動費の交付を受けた会派が半期の途中において解散したときは、当

該会派は、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たるときは、

当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。 
 3 政務活動費の交付を受けた無会派議員が、半期の途中において会派に所属

したとき及び議員でなくなったときは、当該無会派議員は、会派に所属し

た日及び議員でなくなった日の属する月の翌月分(これらの日が基準日に

当たるときは、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。 
  

(政務活動費を充てることができる経費の範囲) (政務活動費を充てることができる経費の範囲) 
第5条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、

要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市

政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項

において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。 

第5条 政務活動費は、会派及び無会派議員が行う調査研究、研修、広報、広

聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意

思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必

要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付す

る。 
2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができ

る。 
2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができ

る。 
  

(経理責任者) (経理責任者) 
第6条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。 第6条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。 

(平24条例45・一部改正) (平24条例45・一部改正) 
(収支報告書等の提出) (収支報告書等の提出) 

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、別記様式により、政務活

動費に係る収入及び支出の報告書並びに領収書等の支出に関する証拠書類

(以下これらを「収支報告書等」という。)を議長に提出しなければならない。 

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者及び無会派議員は、別記様式

により、政務活動費に係る収入及び支出の報告書並びに領収書等の支出に

関する証拠書類(以下これらを「収支報告書等」という。)を議長に提出しな

ければならない。 
2 収支報告書等は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日 2 収支報告書等は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日



までに提出しなければならない。 までに提出しなければならない。 
3 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、前項の規定にかかわら

ず、当該会派の代表者であった者は、解散の日から起算して30日以内に収

支報告書等を議長に提出しなければならない。 

3 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、前項の規定にかかわら

ず、当該会派の代表者であった者は、解散の日から起算して30日以内に収

支報告書等を議長に提出しなければならない。 
 4 政務活動費の交付を受けた無会派議員が、会派に所属したとき及び議員で

なくなったときは、第2項の規定にかかわらず、当該無会派議員であった者

は、会派に所属した日及び議員でなくなった日から起算して30日以内に収

支報告書等を議長に提出しなければならない。 
  

(政務活動費の返還) (政務活動費の返還) 
第8条 会派は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該

会派がその年度において第5条に定める経費の範囲に基づいて支出した総

額を控除して残余があるときは、当該残余の額に相当する額の政務活動費

を返還しなければならない。 

第8条 会派及び無会派議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の

総額から、当該会派及び無会派議員がその年度において第5条に定める経費

の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余があるときは、当該残余の

額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。 
  

(収支報告書等の保存等) (収支報告書等の保存等) 
第9条 議長は、第7条の規定により提出された収支報告書等を、提出期限の

日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。 
第9条 議長は、第7条の規定により提出された収支報告書等を、提出期限の

日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。 
2 議長は、前項の収支報告書等の閲覧の請求があったときは、生駒市情報公

開条例(平成20年9月生駒市条例第31号)第7条各号に掲げる情報が記録され

ている部分を除き、その閲覧に供するものとする。 

2 議長は、前項の収支報告書等の閲覧の請求があったときは、生駒市情報公

開条例(平成20年9月生駒市条例第31号)第7条各号に掲げる情報が記録され

ている部分を除き、その閲覧に供するものとする。 
  

(透明性の確保) (透明性の確保) 
第10条 議長は、第7条の規定により提出された収支報告書等について必要に

応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透

明性の確保に努めるものとする。 

第10条 議長は、第7条の規定により提出された収支報告書等について必要に

応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透

明性の確保に努めるものとする。 
  

(委任) (委任) 
第11条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項

は、市長が規則で定める。 
第11条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項

は、市長が規則で定める。 
  

別表(第5条関係) 別表(第5条関係) 



  
項目 内容 

調査研究費 会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査

委託に関する経費 
(資料印刷費、調査委託料、文書通信費、交通費、宿泊費等) 

研修費 会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する

研修会の参加に要する経費 
(講師謝金、会場費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等) 

広報費 会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経

費 
(広報紙・報告書等印刷費、会場費、文書通信費、交通費等) 

広聴費 会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見

の聴取、住民相談等の活動に要する経費 
(資料印刷費、会場費、文書通信費、交通費等) 

要請・陳情

活動費 
会派が要請及び陳情活動を行うために必要な経費 
(資料印刷費、文書通信費、交通費、宿泊費等) 

会議費 会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議

への会派としての参加に要する経費 
(会場費、資料印刷費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等) 

資料作成費 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 
(印刷製本代、翻訳料、事務機器購入・リース代等) 

資料購入費 会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 
(書籍購入費、新聞雑誌購読料、有料データベース利用料等) 

人件費 会派が行う活動を補助する職員を臨時的に雇用する経費 
(給料、手当、賃金等) 

事務所費 会派が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費 
(事務所の賃借料・維持管理費、文書通信費、事務機器購入・リ

ース代等) 
 

項目 内容 
調査研究費 市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関す

る経費 
(資料印刷費、調査委託料、文書通信費、交通費、宿泊費等) 

研修費 研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会

の参加に要する経費 
(講師謝金、会場費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等) 

広報費 活動、市政について住民に報告するために要する経費 
(広報紙・報告書等印刷費、会場費、文書通信費、交通費等) 

広聴費 住民からの市政並びに会派及び無会派議員の活動に対する要

望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 
(資料印刷費、会場費、文書通信費、交通費等) 

要請・陳情

活動費 
要請及び陳情活動を行うために必要な経費 
(資料印刷費、文書通信費、交通費、宿泊費等) 

会議費 各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への参加に

要する経費 
(会場費、資料印刷費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等) 

資料作成費 活動に必要な資料の作成に要する経費 
(印刷製本代、翻訳料、事務機器購入・リース代等) 

資料購入費 活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 
(書籍購入費、新聞雑誌購読料、有料データベース利用料等) 

人件費 活動を補助する職員を臨時的に雇用する経費 
(給料、手当、賃金等) 

事務所費 活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費 
(事務所の賃借料・維持管理費、文書通信費、事務機器購入・リ

ース代等) 
 

  
別記様式(第7条、第9条関係) 別記様式(第7条、第9条関係) 
  
略   略 

 会派名 会派名 



代表者の氏名         ○印  代表者の氏名         ○印  
 （会派に所属しない議員にあっては、議員の氏名） 
  

略 略 
  
別紙 別紙 
  
        会派名         会派名 
        代表者の氏名         代表者の氏名 
         （会派に所属しない議員にあっては、議員の氏名） 

  
略 略 

 
(2) 生駒市議会基本条例(平成25年12月生駒市条例第36号)新旧対照表(附則第2項関係) 

現行 改正案 
(政務活動費) (政務活動費) 

第18条 政務活動費は、議員による調査活動、政策の立案及び提言等が確実

に実行されるよう、会派に交付するものとする。 
第18条 政務活動費は、議員による調査活動、政策の立案及び提言等が確実

に実行されるよう、会派及び会派に所属しない議員に交付するものとする。 
2 政務活動費の交付を受けた会派は、生駒市議会政務活動費の交付に関する

条例(平成13年6月生駒市条例第19号)の規定により、これを使用するものと

する。 

2 政務活動費の交付を受けた会派及び会派に所属しない議員は、生駒市議会

政務活動費の交付に関する条例(平成13年6月生駒市条例第19号)の規定に

より、これを使用するものとする。 
3 政務活動費の交付を受けた会派は、その使途を議長に報告するとともに、

議長は、それを公開するものとする。 
3 政務活動費の交付を受けた会派及び会派に所属しない議員は、その使途を

議長に報告するとともに、議長は、それを公開するものとする。 
  

 

 



無料公衆無線ＬＡＮ（Ｗｉ－Ｆｉ）環境の整備促進を求める意見書（案） 

 

２０２０年東京オリンピック・パラリンピックの開催に向け、訪日外国人旅行

者の受入れ環境として通信環境、とりわけ無料公衆無線ＬＡＮ（Ｗｉ－Ｆｉ）環

境の整備は喫緊の課題となっている。 

平成２８年度に観光庁が訪日外国人旅行者を対象に行った「訪日外国人旅行者

の国内における受入環境整備に関するアンケート」の結果によると、旅行中困っ

たこととして、「無料公衆無線ＬＡＮ環境」が２８．７％となっており、鉄道車内

や公共施設、観光施設における更なる無料公衆無線ＬＡＮ（Ｗｉ－Ｆｉ）環境の

整備が、質の高い観光立国の実現を目指す上で課題となっている。 

 また、政府は、防災の観点から、平成３１年度までに避難所・避難場所に指定

されている施設や災害対応の要となる公的拠点等、約３万箇所の無料公衆無線Ｌ

ＡＮ（Ｗｉ－Ｆｉ）環境の整備を目指している。 

 無料公衆無線ＬＡＮ（Ｗｉ－Ｆｉ）環境の整備促進は、訪日外国人旅行者の更

なる増加だけでなく、防災拠点となる公共施設等の災害時における通信手段の確

保にも大きく貢献することから、政府に対し、以下の項目について強く要望する。 

記 

１．鉄道・バス等の公共交通機関やホテル・旅館等の宿泊施設などの民間施設に

対する無料公衆無線ＬＡＮ（Ｗｉ－Ｆｉ）環境の整備支援事業を一層拡充する

こと。 

２．日本遺産・国立公園等の観光拠点や観光案内所における無料公衆無線ＬＡＮ

（Ｗｉ－Ｆｉ）環境の整備を一層促進し、観光地の機能向上や利便性向上を図

ること。 

３．防災の観点から、避難所・避難場所に指定されている学校施設やコミュニテ

ィ・文化・スポーツ施設、被災時の復旧・復興の要となる公的拠点施設への無



 

 

料公衆無線ＬＡＮ（Ｗｉ－Ｆｉ）環境の整備を行う地方公共団体に対して、財

政的支援措置を導入すること。 

以上、地方自治法第９９条の規定により提出する。 

 

平成２９年３月  日 

生 駒 市 議 会   

 



日　時

場　所

順 位 議 案 番 号 摘 要

日程
第１

報告第 4 号

日程
第２

報告第 5 号

日程
第３

報告第 6 号

日程
第４

議案第 1 号

議案第 21 号

議案第 4 号

議案第 14 号

議案第 16 号

平成２９年度生駒市国民健康保険特別会計予算

諸般の報告

開議宣告

市長専決処分の報告について（変更契約の締結につい
て）

平成２９年度生駒市一般会計予算

生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を
改正する条例の制定について

生駒市いじめ問題対策連絡協議会及び生駒市いじめ防止
等対策審議会条例の制定について

再開宣告

議事日程（第４号）

市長専決処分の報告について（損害賠償の額の決定につ
いて）

審 議 件 名

議 会 議 場

平成２９年 生駒市議会 第１回（３月）定例会

平成２９年３月２７日(月)

午 前 １ ０ 時 再 開

市長専決処分の報告について（変更契約の締結につい
て）

生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁
償に関する条例の一部を改正する条例の制定について

1



順 位 議 案 番 号 摘 要

日程
第４

議案第 18 号

議案第 19 号

議案第 24 号

議案第 26 号

議案第 2 号

議案第 3 号

議案第 5 号

議案第 6 号

議案第 7 号

議案第 8 号

議案第 9 号

議案第 10 号

生駒市歩きたばこ及び路上喫煙の防止に関する条例の制
定について

平成２９年度生駒市介護保険特別会計予算

生駒市人権文化センター条例の一部を改正する条例の制
定について

生駒市手数料条例の一部を改正する条例の制定について

生駒市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定
について

審 議 件 名

平成２９年度生駒市公共施設整備基金特別会計予算

平成２９年度生駒市後期高齢者医療特別会計予算

平成２９年度生駒市下水道事業特別会計予算

平成２９年度生駒市自動車駐車場事業特別会計予算

平成２９年度生駒市水道事業会計予算

平成２９年度生駒市病院事業会計予算

平成２８年度生駒市一般会計補正予算(第４回)

2



順 位 議 案 番 号 摘 要

日程
第４

議案第 11 号

議案第 28 号

日程
第５

議案第 34 号

審 議 件 名

平成２８年度生駒市下水道事業特別会計補正予算(第２
回)

生駒市高山竹林園の指定管理者の指定について

損害賠償の額の決定について

3
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委員会所管事務調査報告一覧表 

 

企画総務委員会 

調査事件 調査の経過 調査の結果又は概要 

商工観光ビジ

ョン素案に係

るパブリック

コメントの実

施について 

 

 

平成２９年３月１７

日に委員会を開催し、生

駒市の市行政に係る重

要な計画の議決等に関

する条例第４条第１項

の規定に基づき、「生駒

市商工観光ビジョン」の

策定に係るパブリック

コメント案の内容につ

いて、報告を受け、質疑

した。 

商工業及び観光の観点から、市全体の

産業振興の方向性を示すことを目的とし

た「生駒市商工観光ビジョン」に関し、

策定に向けたパブリックコメントの実施

と素案の概要について報告を受け、質疑

した。 

また、「常任委員会における所管事務調

査に基づく政策提案に関する指針」第５

条に基づく、当該調査事項の取扱い方法

については、同ビジョンの策定後、生駒

市の市行政に係る重要な計画の議決等に

関する条例第４条第２項の規定に基づく

報告を受ける際に調査することを決定し

た。 

 

市民文教委員会 

調査事件 調査の経過 調査の結果又は概要 

１ 平成２９

年度生駒市

教育大綱ア

クションプ

ランについ

て 

 

 

 

 

 

２ 生駒市い

じめ防止基

本方針の策

定について 

 

平成２９年３月１６

日に委員会を開催し、

平成２９年度生駒市教

育大綱アクションプラ

ンについて、（仮称）生

駒北学校給食センター

整備運営事業に係る１

２月定例会以降の経過

と今後の予定につい

て、（仮称）生駒北小中

一貫校施設整備工事に

係る変更契約の締結に

ついて、生駒北小中学

校屋内運動場・プール

改修及び北側通学路整

備工事に係る変更契約

１ 市教育大綱アクションプランに関

し、具体的な事業の変更や追加等見直

された内容について報告を受け、質疑

した。 

 また、「常任委員会における所管事務

調査に基づく政策提案に関する指針」

第５条に基づく、当該調査事項の取扱

い方法については、今回の報告で調査

は終了し、今後の取組状況を見て、必

要に応じて調査することを決定した。 

 

２ 市教育大綱の基本方針の推進といじ

め防止対策推進法に基づいたいじめ防

止等の対策の推進を目的とした「生駒

市いじめ防止基本方針」に関し、パブ

リックコメントを経て策定された内容
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調査事件 調査の経過 調査の結果又は概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ （仮称）

生駒北学校

給食センタ

ー整備運営

事業に係る

１２月定例

会以降の経

過と今後の

予定につい

て 

 

４ 生駒市ス

ポーツ振興

基本計画後

期計画の策

定について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ （仮称）

生駒北小中

一貫校施設

整備工事に

係る変更契

の締結について、傷害

事故に係る和解及び損

害賠償の額の決定につ

いての報告を受け、質

疑した。また、生駒市

の市行政に係る重要な

計画の議決等に関する

条例第４条第２項の規

定に基づき、「生駒市い

じめ防止基本方針」及

び「生駒市スポーツ振

興基本計画後期計画」

の内容について、報告

を受け、質疑した。 
 

について報告を受け、質疑した。 

 また、「常任委員会における所管事務

調査に基づく政策提案に関する指針」

第５条に基づく、当該調査事項の取扱

い方法については、今回の報告で調査

は終了し、今後の取組状況を見て、必

要に応じて調査することを決定した。 

 

３ （仮称）生駒北学校給食センター整

備運営事業に係る１２月定例会以降の

経過と今後の予定について報告を受

け、質疑した。 

また、「常任委員会における所管事務

調査に基づく政策提案に関する指針」

第５条に基づく、当該調査事項の取扱

い方法については、今回の報告で調査

は終了し、今後の取組状況を見て、必

要に応じて調査することを決定した。 

 

４ 平成２３年度に策定された市スポー

ツ振興基本計画の後期計画として、市

総合計画後期基本計画や市教育大綱な

どとの整合性を図りつつ、平成２７年

度までの実績を踏まえて策定された市

スポーツ推進計画に関し、パブリック

コメントを経て策定された内容につい

て報告を受け、質疑した。 

 また、「常任委員会における所管事務

調査に基づく政策提案に関する指針」

第５条に基づく、当該調査事項の取扱

方法については、今回の報告で調査を

終了し、今後取組状況をみて、必要に

応じて調査することに決定した。 

 

５ （仮称）生駒北小中一貫校施設整備

工事の契約金額の変更について、専決

処分される予定である旨の報告を受

け、質疑した。 
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調査事件 調査の経過 調査の結果又は概要 

約の締結に

ついて 

 

６ 生駒北小

中学校屋内

運動場・プ

ール改修及

び北側通学

路整備工事 

に係る変更 

契約の締結 

について 

 

７ 傷害事故

に係る和解

及び損害賠

償の額の決

定について 

 

 

 

６ 生駒北小中学校屋内運動場・プール

改修及び北側通学路整備工事の契約金

額の変更について、専決処分される予

定である旨の報告を受け、質疑した。 

 

 

 

 

 

 

７ ひがし保育園の傷害事故に係る和解

及び損害賠償の額の決定について、専

決処分される予定である旨の報告を受

け、質疑した。 

 

厚生消防委員会 

調査事件 調査の経過 調査の結果又は概要 

平成２９年度

生駒市立病院

事業計画書に

ついて 

 

 

 

 

平成２９年３月１５

日に委員会を開催し、

平成２９年度生駒市立

病院事業計画書につい

て報告を受け、質疑し

た。 

市立病院の平成２９年度事業計画につ

いて、医療提供計画、施設管理計画、収

支計画等の報告を受け、質疑した。 

また、「常任委員会における所管事務調

査に基づく政策提案に関する指針」第５

条に基づく、当該調査事項の取扱い方法

については、今後、事業結果に対する実

施状況調査が行われることを踏まえ、同

調査結果がまとめられた際に改めて報告

を受けることに決定した。 
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委員会 議 案 番 号 審査結果

企画総務
委員会

議案第 14 号
生駒市職員の勤務時間、休暇等に関する条
例等の一部を改正する条例の制定について

原案可決

議案第 16 号
生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報
酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正
する条例の制定について

原案可決

議案第 28 号
生駒市高山竹林園の指定管理者の指定につ
いて

原案可決

市民文教
委員会

議案第 21 号
生駒市いじめ問題対策連絡協議会及び生駒
市いじめ防止等対策審議会条例の制定につ
いて

原案可決

議案第 24 号
生駒市人権文化センター条例の一部を改正
する条例の制定について

原案可決

議案第 26 号
生駒市歩きたばこ及び路上喫煙の防止に関
する条例の制定について

原案可決

厚生消防
委員会

議案第 18 号
生駒市国民健康保険税条例の一部を改正す
る条例の制定について

原案可決

予算
委員会

議案第 1 号 平成２９年度生駒市一般会計予算 原案可決

議案第 2 号
平成２９年度生駒市公共施設整備基金特別
会計予算

原案可決

議案第 3 号 平成２９年度生駒市介護保険特別会計予算 原案可決

議案第 4 号
平成２９年度生駒市国民健康保険特別会計
予算

原案可決

議案第 5 号
平成２９年度生駒市後期高齢者医療特別会
計予算

原案可決

委員会審査報告一覧表

審 査 件 名

1
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委員会 議 案 番 号 審査結果

予算
委員会

議案第 6 号
平成２９年度生駒市下水道事業特別会計予
算

原案可決

議案第 7 号
平成２９年度生駒市自動車駐車場事業特別
会計予算

原案可決

議案第 8 号 平成２９年度生駒市水道事業会計予算 原案可決

議案第 9 号 平成２９年度生駒市病院事業会計予算 原案可決

議案第 10 号
平成２８年度生駒市一般会計補正予算(第
４回)

原案可決

議案第 11 号
平成２８年度生駒市下水道事業特別会計補
正予算(第２回)

原案可決

議案第 19 号
生駒市手数料条例の一部を改正する条例の
制定について

原案可決

審 査 件 名

2



委 員 会 議 案 番 号

市民文教委員会 議案第 34 号 損害賠償の額の決定について

議案審査付託表

審 査 件 名


